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虐待防⽌の
基礎研修

社会福祉法⼈
神⼾市社会福祉協議会

⾼齢者虐待 定義
⾼齢者
65歳以上の者
※ 障がい者を含む65歳未満の者で、養介護施設に⼊所

または養介護事業にかかるサービス提供を受ける者
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⾼齢者虐待

、 によるもの
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障がい者虐待 定義
障がい者
⾝体・知的・精神障がい（発達障がいを含む）
その他の⼼⾝における機能の障がいがある者
※ 障害者⼿帳を取得していない場合も含む
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障がい者虐待

、 、

によるもの

５つの虐待種類
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例種 類
殴る、転ばせる、ベッドへ押さえつける、
⾝体拘束

性的⾏為の強要、⼈前でおむつ交換をする

怒鳴る、⼦ども扱いする、無視する、
スピーチロック

不衛⽣な状態で⽣活させる、必要な医療を
受けさせない、必要な介護⽤品を使⽤させない

無断で⾦銭を使⽤する、⾦銭の使⽤を不当に
制限する
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虐待の刑事罰(例)
• ⾝体的虐待 … 殺⼈罪、暴⾏罪

• 性的虐待 … 不同意わいせつ罪、不同意性交罪

• ⼼理的虐待 … 脅迫罪、名誉棄損罪、侮辱罪

• 放棄、放任 … 保護責任者遺棄罪

• 経済的虐待 … 窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪
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⾝体拘束
被介護者の⽣命または⾝体を保護するため、
緊急でやむを得ない場合を除き、⾝体拘束及び
利⽤者の⾏動を制限する⾏為は禁⽌されている。
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があり、

「緊急でやむを得ない」場合を除くものは
全て⾝体拘束にあたる。
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虐待判断のポイント
• 虐待をしているという⾃覚は問わない
• 虐待をされているという⾃覚は問わない
• 家族の意向が本⼈のニーズと異なる場合がある

虐待認定を⾏うの あるため、
判断が出るまでは、虐待事案として対応する。
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体制整備・取り組み
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虐待防⽌委員会
の設置

基本理念・⾏動規範
の整備

マニュアルや
チェックリストの

整備

虐待防⽌研修
の実施

事故
ヒヤリハット
事例の活⽤

苦情解決体制
の整備

⾵通しの良い
職場づくり

…など
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通報義務・保護
• が速やかに通報する義務がある。

• 所属のルールに従って、必要な通報先へ連絡する。

• 虐待通報は、 には
あたらない。

• 通報を理由に事業者から不利益な取り扱いを
受けない。
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お疲れさまでした。
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